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株式会社福島インカネイト 求人票 

 

 

仕事内容:楢葉町の観光事業に関する業務をお願いします。  

業務は大きく２つ、ツーリズム・イベント運営業務となります。  

 

【具体的には】  

町内外の皆さんが楢葉町を楽しみ、そして楢葉町を知ることができるツーリズム（観光コンテンツ）

やイベントの企画立案・実施をお願いします。 

企画立案、イベント開催、観光業務などの経験は不問です。 

皆さんのアイディアを形にしてください！ 

 

イメージとしては下記となります。 

・町民の皆さんに楢葉町の良さを再発見していただくイベント開催 

・町外の皆さんに楢葉町の素晴らしさを知っていただくツーリズムコンテンツの企画立案 

・観光客の皆さんに楽しんでいただくイベント開催 

など。 

楢葉町及び周辺市町村がより活性化するようなアイディア出し、取り組みをお願いします！  

 ※旅行業務取扱管理者の有資格者は給与等考慮いたします。 

 

【備考】  

 ※皆さんの得意分野や希望・適性を考慮してメイン業務を決めることは可能です。  

 

【こんな方も大歓迎】 

・旅行業の分野に興味がある 

・旅行業界で働いていた 

・イベントを企画したり開催することが好き 

・「地域おこし」や「地域活性化」「まちづくり」に興味がある 

・将来は起業して街、地域を盛り上げたい 

・移住定住に以前から興味があった 

・U ターンして地元で働きたい 

・I ターンして地方で働きたい 
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【ここがポイント】 

「地域おこし協力隊同士のコミュニティがあるので安心」 

情報交換やミーティングも随時実施中。 

お仕事だけではなく普段の生活の困りごとなどもここで解消できます。 

 

求める人材: 

【応募資格】 

(1)地域課題解決に向けた明確なビジョンを持ち、自発的・計画的に行動できる方 

(2)地域おこし協力隊制度の地域要件に該当する方(３大都市圏をはじめとする都市地域などに在住

の方で楢葉町に住所を移動できる方、など)※３大都市圏とは東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、

岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部。 

(3)普通自動車運転免許を取得している、または活動開始日までに取得予定の方 

(4)地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当しない方 

【求める人物像】 

(1)楢葉町の活性化にその能力と熱意を注ぎ、自発的・計画的に行動できる方 

(2)事業の効果的な実施に向けて、都市部からの視点を生かして地域住民や関係団体等と協力・連携

し、その活動から地域ににぎわいや活力を生み出し、町内外へ波及できる方 

(3)地域活性化に意欲があり、地域住民と協力し合える方 

(4)地域特性や風習を理解し、住民と積極的に親睦を図れる方 

※前向きに取り組んで下さる方なら大歓迎です！ 

 

【雇用形態】 

・契約社員（地域おこし協力隊員としての勤務となります） 

・楢葉町地域おこし協力隊設置要綱に基づき、町長が委嘱します。 

・楢葉町との雇用関係はありません。 

 

（勤務時間・曜日） 

9 時～18 時（休憩 1h） 

※上記時間内でシフト制（週 30 時間勤務） 

※土日祝の勤務の可能性あり 

※委嘱期間／初年度は、委嘱日から令和 7 年 3 月 31 日までとなります。 

その後は、楢葉町と本人協議の上で 1 年を超えない範囲で更新可能です。 

（更新は初年度含め累計最大 3 年間となります） 
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（休暇・休日） 

・週休 2 日制（基本月～金の出勤ですがイベント開催などにより土日祝勤務の場合あり） 

・年間休日 124 日（令和 6 年） 

・夏季休暇、年末年始休暇、GW 

・有給休暇（着任後 6 ヶ月経過時） 

 

（勤務地） 

会社事務所（福島県双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原 27-95） 

天神岬すぐ近くです！ 

 

（給与） 

月給 220,000 円～ 

固定残業代あり：月給￥220,000 以上は 1 か月当たりの固定残業代￥45,450（20 時間相当分）を含

む。20 時間を超える残業代は追加で支給。 

※旅行業務取扱管理者をお持ちの方は月給 230,000 円～ 

 

（待遇・福利厚生） 

・社会保険完備 

・家賃補助有（月 5 万円迄） 

・車両手当 1 万（自社車両持ち込み時）※新たにリース契約等行う場合には、条件により定額補助

あり 

・交通費支給（規定有） 

・活動にともなうガソリン代支給有（上限有） 

・資格手当有（月 1 万円）※旅行業務取扱管理者(国内) 

・有給休暇（着任後 6 ヶ月経過時） 

・協力隊任期終了後、正社員登用の可能性もあります（必ずではありません） 

・副業、兼業可（規定有。要事前相談） 

 

 


